
宇土市　下水道使用料表

使用料区分

基本料金

汚水の種類 8㎥以下 9～30㎥ 31～50㎥ 51～100㎥ 101～2,500㎥ 2,501㎥～

一般家庭用
及び営業用

1,160円 135円 150円 160円 180円 250円

◆下水道使用料は、基本料金と、排除汚水量(下水道に流した汚水量)に応じて決まる従量料金との合計額に、消費税(10％)を加算した

金額で請求します。

１　水道水のみを使用している場合

　　水道水の使用量を排除汚水量とします。

２　水道水以外の水(井戸水など)のみを使用している場合

　　(1)　メーターの設置がある場合

　　　　メーターで計量した井戸水などの使用水量を排除汚水量とします。

　　(2)　メーターの設置がない場合

　　　　世帯人数に6㎥を乗じて得られた数値を排除汚水量とします。

　　　　例)　世帯人数2人の場合の排除汚水量　・・・　3人　×　6㎥　＝　18㎥

3　水道水と水道水以外の水(井戸水など)を併用している場合

　　(1)　メーターの設置がある場合

　　　　メーターで計量した井戸水などの使用水量と、水道水の使用水量の合計を排除汚水量とします。

　　(2)　メーターの設置がない場合

　　　　世帯人数に6㎥を乗じて得られた数値と、水道水の使用水量を比較し、どちらか多いほうを排除汚水量とします。

　　　　例)　世帯人数3人で水道の使用水量20㎥の場合

　　　　　　世帯人数2人の場合の排除汚水量　・・・　3人　×　6㎥　＝　18㎥　(A)

　　　　　　使用した水道水の使用水量　・・・　20㎥　(B)

　　　　　（A)より(B)が多いため、（B)の 20㎥ が排除汚水量となる。

現在、市の公共下水道を使用している世帯で、井戸水など（水道水との併用を含みます。）を使用している世帯は、異動（転入・

転出・転居・出生・死亡等）により世帯人数の増減があった場合、下水道使用料が変更となります。お早めに上下水道課へご連絡

下さい。

世帯人数の減員があった場合、過去にさかのぼって下水道使用料の還付（払い戻し）はできませんのでご了承ください。

※ここでの「世帯人数」は、住民票上の人数とは異なります。住民票の異動手続き後に、個別に上下水道課へ人数変更の連絡が

必要となります。

排除汚水量(下水道に流した汚水量)の算定について

井戸水などをご使用の世帯は、人数変更のご連絡をお願いします

※消費税抜き

使用料

超過料金(1㎥あたり)


